
災害時における物資の供給等に関する協定書 

  久喜市（以下「甲」という。）と株式会社マミーマート（以下「乙」という。）は、次のとおり災害
時における生活物資の供給等に関する協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第 1条 本協定は、地震、風水害、大火災等の大規模災害（以下「災害」という。）が発生した場合
に、甲が、乙の協力を得て被災者に対して、速やかにかつ円滑に物資を供給し、以って甲の市民生活

の安定に寄与することを目的とする。 

 

（協力内容） 

第 2条 甲は、災害時において緊急に物資の調達が必要となった場合は、乙に供給の協力を要請する
ことができ、乙は、この要請に対して乙の営業に支障のない範囲において可能な限り協力するものと

する。 

2 乙は、災害が発生した場合若しくは発生する恐れがある場合において、甲から要請があったとき
は、地域住民等の緊急避難先として乙の所有または管理する駐車場の一部を甲に無償開放するものと

する。開放期間については 30日とし、期間を延長する場合は甲乙協議の上決定するものとする。 

 

（支援要請） 

第 3条 甲は、乙に対して前条の要請を行う場合、品目、数量、場所、期間等を個別具体的に明示し
た文書を以って行うものとする。  ただし、緊急の場合で文書により要請できないときは、口頭等で要請し、事後速やかに文書により
通知するものとする。 

 

（物資の種類） 

第 4条 本協定に基づく、甲の要請により乙が甲に供給する物資（以下「物資」という。）の種類は
次のとおりとする。  （１）食料品  （２）食器類  （３）日用品  （４）その他甲が指定するものであって、乙が供給可能な物 

 

（物資の運搬、受渡し） 

第 5条 乙の甲に対する物資の受渡し場所は、甲が状況に応じ指定するものとし、受渡し場所までの
物資の運搬は、原則として甲の費用負担により乙又は乙の指定する者が行うものとする。  ただし、乙又は乙の指定する者による運搬が困難であると乙が判断した場合は、甲の指定する者が
受渡し場所までの物資の運搬を行うものとする。 

2 乙は、物資を甲乙間で事前に確認した身分証を提示する甲の職員又は甲の指定する者に引き渡す
ものとし、当該引渡しを以って甲乙間における物資の受渡しの完了とする。 



 

（物資の価格・費用負担） 

第 6 条 前条 2 項による受渡しが完了した物資の対価及び乙が行った運搬等の費用は、甲が負担す

るものとし、甲は、当該受渡し完了後、乙からの請求書に基づき、その対価並びに費用を遅滞なく速

やかに乙に対して支払うものとする。なお、物資の対価は災害の発生した直前の乙の販売売価（乙の

顧客向け価格）を基準とし、甲乙協議の上決定するものとする。 

 

（有効期間） 

第 7条 本協定の有効期間（以下「協定期間」という。）は、協定締結の日から 1年間とする。  ただし、協定期間が満了する 1ヶ月前までに、甲乙いずれからも相手方に対して更新拒絶の意思表

示がないときは、本協定は同一条件でさらに 1年間更新されるものとし、その後においても同様とす

る。 

 

（協議事項） 

第 8条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義が生じた場合は、誠意を持って甲乙協議の
上決定するものとする。 

  以上、本協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上各自それぞれ 1 通を保

有する。 
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